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旧三草小学校の跡地活用について 

 

 

１ これまでの経緯について 

  特別支援学校に通う市内児童生徒の遠距離通学や、県の特別支援学校の狭隘化の状況を踏

まえ、令和５年１２月に市長から兵庫県教育長に対し、小中一貫校の整備に伴う閉校施設を北

はりま特別支援学校の分校として活用することについて申し出をしました。 

その後、県から申し出に対する回答はありませんでしたが、本年度に入り旧三草小学校の現

地視察後、令和７年８月７日の県の総合教育会議、８月１８日の県の文教常任委員会において

北はりま特別支援学校の狭隘化対策の検討について説明され、１０月に県から分校設置につい

て協議の依頼がありました。 

  協議内容は、分校の設置にあたり、候補とする学校施設の条件（教室等の規模、建築年度、

立地等）や、市に対し分校設置に係る協議の依頼があり、市も現地確認や情報提供などに協力

しました。その結果、令和８年２月１２日の県の令和８年度予算及び「兵庫県立特別支援学校

整備推進計画」において、旧三草小学校を活用した北はりま特別支援学校の分校設置を公表さ

れました。 

 

２ 開校までのスケジュールについて 

  開校までのスケジュール等については「別紙１」兵庫県立特別支援学校整備推進計画（抜粋）

のとおり。 

 

３ 加東市の対応について 

  本市の障害のある子ども達に対する良好な教育環境の確保、インクルーシブ教育の充実に

加え、市の解体撤去費の負担軽減が見込まれることから、市として以下のとおり積極的に協力

します。 

(1)  建物は無償譲渡、土地は無償貸付とします。（加古川の旧平荘小学校と同条件） 

※なお、土地の賃貸借期間満了後、県が譲渡物件を含む全ての建物を解体撤去した上

で土地を返還することを求めます。 

(2)  分校での活用予定が無い（県）ため、茶園は貸付対象外とします。なお、茶園は当面の

間、市民団体が暫定利用します。 

(3)  給食は提供します。 

(4)  現使用者など市民への開放、災害時の避難所としての使用などについて、県へ要望しま

す。 
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